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１ 宮城県における外国人県民の概況                                                             
                ※2011(H23)年までは外国人登録者数，2012(H24)年は在留外国人数  

 

（１）在住外国人数の推移                                    

（法務省 在留外国人統計）  

 

 (2)主な在留資格別在留外国人数の推移                                

（法務省 在留外国人統計）  
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永住者 533 694 1,115 1,446 1,812 2,242 2,545 2,757 2,937 3,105 3,471 3,739 3,983 4,219 4,414 4,653 4,836 4,888 4,955 5,129

留学 1,043 1,129 1,262 1,507 1,748 1,981 2,044 2,039 2,143 2,002 2,065 2,262 3,376 2,669 2,496 2,899 3,403 4,165 4,637 4,874

技能実習 865 380 749 1,237 1,729 2,138 2,839 3,283

特別永住者 2,919 2,903 2,867 2,815 2,712 2,666 2,572 2,490 2,398 2,339 2,270 2,220 2,169 2,115 2,112 2,092 2,033 1,961 1,918 1,847
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(3)国籍別在留外国人数の推移                               

（法務省 在留外国人統計）  
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中国 3,324 3,839 4,503 5,259 5,897 6,253 6,412 6,498 6,827 7,054 7,222 7,549 7,231 5,679 5,461 5,591 5,903 5,980 6,007 6,045

韓国・朝鮮 4,249 4,371 4,451 4,606 4,593 4,624 4,617 4,625 4,547 4,512 4,478 4,439 4,407 4,109 3,989 3,920 3,773 3,674 3,654 3,592

ベトナム 41 48 51 56 59 71 89 117 111 86 118 114 146 181 382 796 1,097 1,652 2,395 3,042

ネパール 13 26 26 29 30 33 31 26 46 78 95 166 147 111 156 278 631 1,060 1,390 1,311

フィリピン 705 760 881 927 976 1,006 1,116 1,037 1,012 1,015 1,014 1,039 1,027 974 969 1,024 1,102 1,156 1,235 1,309

アメリカ 434 436 479 474 474 463 443 464 520 544 536 541 507 528 536 669 677 674 717 706

インドネシア 159 206 268 265 269 301 258 258 188 249 263 274 306 222 269 365 446 543 659 778

その他 2,178 2,187 2,529 2,775 3,187 3,857 3,518 3,271 2,766 2,438 2,365 2,378 2,330 2,169 2,452 2,604 2,645 2,969 3,257 3,622
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 (4)在留資格の構成【宮城県・全国，2017年】                           

（法務省 在留外国人統計）  

宮城県                            全 国 

 
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在留資格 人口 構成比 在留資格 人口 構成比

1 永住者 5,129 25.1% 1 永住者 749,191 29.2%

2 留学 4,874 23.9% 4 特別永住者 329,822 12.9%

3 技能実習 3,283 16.1% 2 留学 311,505 12.2%

4 特別永住者 1,847 9.1% 3 技能実習 274,233 10.7%
5 家族滞在 1,329 6.5% 7 技術・人文知識・
国際業務 189,273 7.4%
6 日本人の配偶者 990 4.9% 8 定住者 179,834 7.0%

7 技術・人文知識・
国際業務 955 4.7% 5 家族滞在 166,561 6.5%

8 定住者 435 2.1% 6 日本人の配偶者 140,839 5.5%

9 教授 249 1.2% 9 特定活動 64,776 2.5%

10 技能 241 1.2% 10 技能 39,177 1.5%

- その他 1,073 5.3% - その他 116,637 4.6%

20,405 100.0% 計 2,561,848 100.0%計
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(5)各市町村別の在住外国人数【2017年】                            

（法務省在留外国人統計）  

 
（単位：人） 

 

 

 

 

 

総 数 中 国 韓 国 ベ ト ナ ム フィリピン ブ ラ ジル ネパール 台 湾 米 国 そ の 他

宮 城 県 12,746  3,990     2,001     1,661     521       62         1,251     232       501       2,527     

青 葉 区 6,226   2,185     768       769       167       26         529       115       173       1,494     

宮 城 野 区 1,906   664       326       301       132       7           173       23         51         229       

若 林 区 1,315   300       207       254       44        3           305       23         23         156       

太 白 区 1,992   547       396       189       102       9           192       19         101       437       

泉 区 1,307   294       304       148       76        17         52         52         153       211       

1,049   196       100       275       133       10         7           11         35         282       

509      161       49         188       19        4           3           3           13         69         

463      138       24         45         85        2           3           7           9           150       

196      54         39         19         26        -           -           3           4           51         

384      125       79         43         21        6           8           5           4           93         

183      87         30         9           35        2           -           -           2           18         

491      196       101       69         21        6           8           7           12         71         

224      69         31         55         17        4           1           1           4           42         

338      127       67         30         58        1           2           -           7           46         

357      100       78         88         35        9           -           1           12         34         

117      35         29         12         16        -           -           3           5           17         

879      255       235       66         82        5           12         23         25         176       

201      48         70         18         8          9           -           4           8           36         

-         -           -           -           -          -           -           -           -           -           

蔵 王 町 71       5           14         8           19        -           -           1           1           23         

七 ヶ 宿 町 21       6           4           -           -          1           -           -           -           10         

-         -           -           -           -          -           -           -           -           -           

大 河 原 町 93       21         19         5           13        -           -           -           4           31         

村 田 町 48       6           8           1           7          -           -           -           2           24         

柴 田 町 183      63         43         12         14        3           1           13         5           29         

川 崎 町 50       7           18         6           6          1           -           -           2           10         

-         -           -           -           -          -           -           -           -           -           

丸 森 町 166      28         16         31         29        3           -           14         6           39         

-         -           -           -           -          -           -           -           -           -           

亘 理 町 109      39         15         4           15        5           -           -           5           26         

山 元 町 53       10         7           3           18        -           -           1           6           8           

-         -           -           -           -          -           -           -           -           -           

松 島 町 53       11         11         -           8          -           -           5           3           15         

七 ヶ 浜 町 68       9           10         7           10        1           1           -           5           25         

利 府 町 155      41         35         26         14        1           -           3           6           29         

-         -           -           -           -          -           -           -           -           -           

大 和 町 397      19         52         100       9          109       14         1           5           88         

大 郷 町 57       16         9           11         5          1           -           -           1           14         

大 衡 村 86       -           18         34         1          -           -           -           1           32         

-         -           -           -           -          -           -           -           -           -           

色 麻 町 51       25         9           11         2          -           -           -           1           3           

加 美 町 151      27         33         44         16        5           -           3           5           18         

-         -           -           -           -          -           -           -           -           -           

涌 谷 町 59       15         19         2           8          -           -           -           3           12         

美 里 町 74       19         26         5           11        -           -           1           1           11         

-         -           -           -           -          -           -           -           -           -           

女 川 町 172      25         4           121       4          1           -           -           -           17         

-         -           -           -           -          -           -           -           -           -           

南 三 陸 町 151      72         5           33         23        -           -           -           3           15         

20,405 6,045 3,308 3,042 1,309 251 1,311 342 706 4,091

気 仙 沼 市

市　区　町　村

仙 台 市

石 巻 市

塩 竈 市
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多 賀 城 市

岩 沼 市

登 米 市

栗 原 市

東 松 島 市

大 崎 市

富 谷 市

刈 田 郡

牡 鹿 郡

本 吉 郡

合 計

伊 具 郡

亘 理 郡

宮 城 郡

黒 川 郡

加 美 郡

遠 田 郡
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(6)年齢構成【2017年】                                  

 （法務省在留外国人統計）  

  
 

   

 

 (7)日本及び宮城県内の居住年数                                 

(平成 29年度宮城県外国人県民アンケート調査)  

                     (N=396)  

 
 

 

宮城県

年齢区分

２０歳未満 2,019           994             1,025           9.9%

２０歳～２９歳 8,081           4,432           3,649           39.6%

３０歳～３９歳 4,216           2,072           2,144           20.7%

４０歳～４９歳 2,666           918             1,748           13.1%

５０歳～５９歳 1,921           570             1,351           9.4%

６０歳～６９歳 978             361             617             4.8%

７０歳～７９歳 342             146             196             1.7%

８０歳以上 182             46               136             0.9%

合計 20,405          9,539           10,866          100.0%

合　計 男　性 女　性 構成比

２０歳未満, 

9.9%

２０歳～２９歳, 

39.6%

３０歳～３９歳, 

20.7%

４０歳～４９歳, 

13.1%

５０歳～５９歳, 

9.4%

６０歳～６９歳, 

4.8%

７０歳～７９歳, 

1.7%

８０歳以上, 

0.9%

N % N % N %

6ヶ月未満 21 5.3% 37 9.3% 44 11.1%

1年未満 25 6.3% 32 8.1% 43 10.9%

3年未満 58 14.6% 76 19.2% 88 22.2%

3～5年 40 10.1% 38 9.6% 37 9.3%

5～10年 46 11.6% 47 11.9% 53 13.4%

10～20年 94 23.7% 94 23.7% 76 19.2%

20～30年 39 9.8% 31 7.8% 25 6.3%

30年以上 54 13.6% 28 7.1% 19 4.8%

無回答 19 4.8% 13 3.3% 11 2.8%

計 396 100% 396 100% 396 100%

日本 宮城県 現在住んでいる市町村

5.3%

9.3%

11.1%

6.3%

8.1%

10.9%

14.6%

19.2%

22.2%

10.1%

9.6%

9.3%

11.6%

11.9%

13.4%

23.7%

23.7%

19.2%

9.8%

7.8%

6.3%

13.6%

7.1%

4.8%

4.8%

3.3%

2.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

日本

宮城県

現在住んでいる市町村

6ヶ月未満 1年未満 3年未満 3～5年 5～10年 10～20年 20～30年 30年以上 無回答
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(8)今後の居住予定                                     
                        (平成 29年度宮城県外国人県民アンケート調査)  

                                    (N=396)  

 

 

    （参考）在留資格別の居住予定（N=396）  

 

N ％

ずっと宮城県に住み続ける 171 43.2%

日本には永住するが、宮城県からは転出する 12 3.0%

日本には永住するが、宮城県に住み続けるかわからない 63 15.9%

将来は日本を離れる 59 14.9%

日本を離れるかどうかわからない 65 16.4%

その他 23 5.8%

無回答 3 0.8%

計 396 100.0%

ずっと宮城県に住み

続ける
43.2%

日本には永住する

が、宮城県からは転

出する

3.0%

日本には永住する

が、宮城県に住み続

けるかわからない

15.9%

将来は日本を離れ

る
14.9%

日本を離れるかどう

かわからない
16.4%

その他

5.8%

無回答

0.8%

70%

3%

66%

57%

19%

19%

50%

41%

19%

17%

26%

17%

4%

5%

24%

43%

33%

24%

1%

30%

3%

84%

33%

19%

29%

6%

25%

8%

40%

3%

11%

33%

33%

29%

17%

18%

1%

8%

3%

14%

12%

10%

5%

12%

25%

2%

50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

永住者

留学

特別永住者

日本人の配偶者

技能実習

家族滞在

技術・人文知識・国際業務

教育

定住者

その他

無回答

宮城に永住 日本に永住するが他地域または地域未定
日本を離れる 永住するか未定
その他 無回答
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２ 外国人県民をとりまく現状                               
  

 (１)外国人県民に対する理解・認識の不足に関するもの         

① 生活上，外国人だということでいやな経験やつらい思いをした（している）経験  

 (平成 29年度宮城県外国人県民アンケート調査（N=396）)  

 
   

 
② 「多文化共生」という言葉の認知度  

                    （「平成 30年宮城県多文化共生シンポジウム in おおさき」のアンケート調査結果）  

     

   

N %

よくある 28 7.1%

時々ある 124 31.3%

ほとんどない 94 23.7%

まったくない 63 15.9%

過去に経験したことがあるが、今はほとんどない・まったくない 78 19.7%

無回答 9 2.3%

計 396 100%

よくあ

る
7.1%

時々ある

31.3%

ほとんどない

23.7%

まったくない

15.9%

過去に経験したことが

あるが、今はほとんど

ない・まったくない

19.7%

無回答

2.3%

知っていた

41%

聞いたことはあった

32%

聞いたことがなかった・

知らなかった
25%

無回答

2%



8  
  

③ 行政への希望   

(平成 29年度宮城県外国人県民アンケート調査（N=396）)  

 
 

(2)地域とのつながりが希薄に関するもの                            

  

① 現在仲良くしている地域の日本人の有無 

（平成 29年度宮城県外国人県民アンケート調査（N=396）） 
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せ
る

日
本
人
住
民
の
外
国
語
学
習
を
支
援

す
る

そ
の
他

無
回
答

25.0%

8.3%

20.2%

28.8%

24.5%

12.9%

22.7%

21.2%

7.3%

4.3%

27.8%

8.8%

4.3%

3.3%

15.9%

18.4%

18.7%

31.1%

20.2%

40.2%

13.4%

22.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

職場

学校

地域

その他

何でも話し合える人がいる たまに立ち話をする人ならいる あいさつをする程度の人しかいない

まったくいない 働いていない・学校に行ってない 無回答
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② 社会活動の有無（N=429）  

 

(3)多言語活用ツールの不足に関するもの                          

① 話す能力            

   （平成 29年度宮城県外国人県民アンケート調査（N=396）） 

 
② 日本の居住年数別の話す能力（N=396） 

 

10.4%

6.3%

10.4%

9.6%

5.8%

6.8%

2.0%

35.9%

36.9%

41.4%

47.0%

43.9%

44.7%

3.3%

40.4%

40.4%

34.6%

30.3%

36.4%

33.8%

13.4%

16.4%

13.6%

13.1%

13.9%

14.6%

94.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母国語や母国文化を生かせる交流活

動

自分の仕事や学業（専攻）を生かせる

交流活動

特技や趣味を生かせる文化・スポー

ツ活動

住民として地域のために役立つ活動

福祉や国際交流などのボランティア

活動

母国出身者のために役立つ活動

その他

している してみたい する予定なし 無回答

7%

21%

26%

38%

77%

42%

30%

41%

43%

51%

17%

32%

28%

32%

22%

7%

2%

16%

35%

6%

4%

2%

1%

5%

4%

1%

2%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1年未満

5年未満

10年未満

20年未満

20年以上

無回答

日
本
の
居
住
年
数

不自由なく話せる だいたい話せる あまり話せない ほとんど話せない 無回答
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③ 聞く能力（N=396） 

 
 

④ 日本の居住年数別の聞く能力（N=396）  

 
 

⑤ 読む能力（N=429）  

 

 

  

不自由なく聞き

取れる
38.1%

だいたい聞き取

れる
41.2%

あまり聞き取れ

ない
13.1%

ほとんど聞き

取れない
5.6%

無回答

2.0%

9%

19%

24%

40%

77%

37%

35%

52%

52%

50%

17%

47%

26%

26%

15%

6%

2%

5%

30%

3%

4%

1%

1%

5%

4%

2%

2%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1年未満

5年未満

10年未満

20年未満

20年以上

無回答

日
本
の
居
住
年
数

不自由なく聞き取れる だいたい聞き取れる あまり聞き取れない ほとんど聞き取れない 無回答

28.0%

57.3%

52.0%

25.8%

24.2%

25.3%

25.0%

8.1%

10.4%

19.2%

6.8%

9.1%

2.0%

3.5%

3.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

漢字

ひらがな

カタカナ

1．不自由なく書ける 2．だいたい書ける 3．あまり書けない 4．ほとんど書けない 無回答
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⑥ 日本の居住年数別のひらがなを読む能力（N=429）  

 

 
 

(4)学習機会の不足に関するもの                              

  

 ① 日本語の学習状況 

（平成 29年度宮城県外国人県民アンケート調査（N=396））  

  

② 在留資格別の日本語学習状況 

    

52%

60%

65%

60%

77%

53%

28%

29%

17%

26%

10%

21%

7%

7%

4%

5%

3%

16%

13%

3%

9%

4%

3%

1%

4%

5%

6%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1年未満

5年未満

10年未満

20年未満

20年以上

無回答

日
本
の
居
住
年
数

不自由なく読める だいたい読める あまり読めない ほとんど読めない 無回答

学習している, 35.1%

日本語に不自由はな

い, 30.8%

できれば学習したい, 

28.0%

学習していない, 3.8% 無回答, 2.3%

15%

63%

8%

31%

84%

43%

62%

71%

17%

38%

50%

39%

19%

3%

37%

12%

38%

14%

29%

83%

24%

25%

39%

16%

89%

23%

4%

14%

19%

24%

25%

5%

2%

9%

5%

5%

6%

3%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

永住者

留学

特別永住者

日本人の配偶者

技能実習

家族滞在

技術・人文知識・国際業務

教育

定住者

その他

無回答

学習している できれば学習したい 日本語に不自由はない 学習するつもりはない 無回答
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③ 日本居住年数別の日本語学習状況（N=396）  

 
④ 日本語の学習方法（複数回答 N=139）  

 

⑤ 日本語を学習しない理由（複数回答 N=126）  

 
    

76%

58%

30%

20%

9%

32%

15%

29%

39%

41%

13%

37%

4%

11%

24%

31%

72%

21%

4%

2%

4%

5%

4%

2%

2%

2%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1年未満

5年未満

10年未満

20年未満

20年以上

無回答

学習している できれば学習したい 日本語に不自由はない 学習するつもりはない 無回答

61.2%

22.3% 22.3%

11.5%
14.4%

7.9%
2.2%

11.5%

0.7%
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

教
材
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ま
た
は
オ
ン

ラ
イ
ン
な
ど
で
自
分
で
勉
強
し
て
い
る

日
本
人
の
知
人
・友
人
に
教
え
て
も

ら
っ
て
い
る

通
っ
て
い
る
大
学
や
学
校
で
学
ん
で
い

る

家
族
に
教
え
て
も
ら
っ
て
い
る

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
日
本
語
教
室
に
通
っ

て
い
る

語
学
学
校
（日
本
語
学
校
）に
通
っ
て
い

る

自
宅
に
講
師
を
招
き
、
個
人
指
導
を
受

け
て
い
る

そ
の
他

無
回
答

55.6%

33.3%

23.8%
21.4% 19.8%

2.4%

12.7%

3.2%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

忙
し
く
て
勉
強
す
る
時
間
が
な
い
か

ら

近
く
に
学
べ
る
場
が
な
い
か
ら

日
本
語
教
室
や
日
本
語
学
校
の
情
報

が
な
い
か
ら

勉
強
す
る
お
金
が
な
い
か
ら

家
族
や
友
人
な
ど
が
通
訳
し
て
く
れ

る
か
ら

母
国
の
言
葉
だ
け
で
生
活
で
き
る
か

ら

そ
の
他

無
回
答
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⑥ 行政施設を利用するときに困ったこと(N=103)  

 

⑦外国人児童・生徒数    

                       （学校基本調査（文部科学省・宮城県データ））  

 

⑧日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入状況  

（「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」（文部科学省・宮城県データ））  

 

53.4%

39.8% 39.8%

22.3%

9.7%

19.4%

3.9%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

色
々
な
書
類
を
そ
ろ
え
る
の
が
難
し
い

書
類
の
内
容
、
書
き
方
が
わ
か
ら
な
い

ど
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
が
ど
こ
で
受
け

ら
れ
る
の
か
わ
か
ら
な
い

窓
口
で
言
葉
が
通
じ
な
い

施
設
の
場
所
、
利
用
時
間
な
ど
の
情
報

が
入
手
で
き
な
い

そ
の
他

無
回
答

167 156 156 160 157 182

62 75 66 61 64
73

50 51 55
99

159

198

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

小学校 中学校 高等学校
（単位：人）

58
66 67

54 54
71

38
31 28

14 21

30

0 5 4

0
0

7

0

20

40

60

80

100

120

H19年度 H20年度 H22年度 H24年度 H26年度 H28年度

小学校 中学校 高等学校

（単位：人）
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(5)相談内容の変化に関するもの                            

 ① みやぎ外国人相談センターの相談内容（Ｈ29年度：247件）   

 
 

 

 

② みやぎ外国人相談センターの相談内容の構成比の推移（H25年度～H29年度）  

 

  

 

 

 

 

医療保健福
祉 49件, 

19.8%

家庭生活
36件, 14.6%

暮らし一
般 26件, 

10.5%在留資格
26件, 10.5%仕事 20件, 

8.1%

教育 12件, 
4.9%

住宅 6件, 
2.4%

通訳・翻訳
16件, 6.5%

日本語学習
31件, 12.6%

税金 1件, 
0.4%

その他 24
件, 9.7%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

家庭生活 暮らし一般 医療保健福祉 仕事

日本語学習 在留資格 通訳・翻訳 住宅

税金 教育 震災関連 その他
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③ 子育てに関する悩み  

 (平成 29年度宮城県外国人県民アンケート調査)  

(N=129)  

 

    

 

④ 日本語能力別の子育ての悩み  

 (平成 29年度宮城県外国人県民アンケート調査)  

(N=129)  

 

 

 

 

 

 

N %

子育てに関する悩みを相談できる相手がいない 23 17.8%

同じように子育てをしている人と知り合う機会がない 20 15.5%

子育てに関する情報が日本語なのでわかりにくい 11 8.5%

子育てについて日本人の家族と意見が合わない 24 18.6%

保健師や保育士などとコミュニケーションがとれない 11 8.5%

その他 6 4.7%

とくにない 62 48.1%

無回答 12 9.3%

計 129 100%

12%

32%

17%

8%

25%

28%

10%

14%

17%

25%

22%

2%

9%

33%

4%

7%

6%

62%

48%

33%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

高

中

低

無回答

日
本
語
能
力
（
話
す
・聞
く
）

相談相手がいない 情報がわかりにくい

日本人の家族と意見が合わない 他の人と知り合わない

保健師・保育士とコミュニケーション その他
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(6)就労支援の必要性に関するもの                      

  ① いやな経験等の具体的内容   

 (平成 29年度宮城県外国人県民アンケート調査)  

(複数回答 N=230)  

  

  
  

 

② 仕事上の困りごと・不満の有無  

 (平成 29年度宮城県外国人県民アンケート調査)  

（N=234）  

 

 
 

42.2%

28.3% 27.4% 27.4%
23.0%

20.0% 20.0%
16.1%

11.7%
8.3% 9.6%

3.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

仕
事
中

住
ま
い
を
探
す
と
き

仕
事
を
探
す
と
き

公
的
機
関
な
ど
で
の
手
続
の

と
き

日
本
人
の
友
人
と
の
交
際
の

と
き

買
い
物
や
食
事
を
し
て
い
る

と
き

近
所
と
の
付
き
合
い
の
中
で

テ
レ
ビ
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な

ど
の
メ
デ
ィ
ア
の
情
報
で

移
動
し
て
い
る
と
き

子
ど
も
が
学
校
な
ど
で

そ
の
他

無
回
答

29.9%

10.7% 10.3% 8.5% 7.7% 6.8% 6.8% 6.0% 4.3%
6.8%

47.0%

3.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

給
料
が
安
い

外
国
人
と
し
て
差
別
的
な
扱
い

を
受
け
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る

希
望
す
る
職
種
、
業
種
で
は
な
い

労
働
時
間
が
長
い

正
職
員
に
な
れ
な
い
、
又
は
昇
格

で
き
な
い

日
本
人
と
お
互
い
の
考
え
を
理

解
し
あ
え
な
い

い
つ
解
雇
さ
れ
る
か
不
安
が
あ

る

雇
用
期
間
が
短
い

上
司
や
同
僚
と
の
人
間
関
係
が

う
ま
く
い
っ
て
い
な
い

そ
の
他

と
く
に
な
い

無
回
答
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③ 外国人雇用状況の届出状況                  

 （厚生労働省データ）  

 

 

  

  

  

 

 

 

H25 H26 H27 H28 H29

外国人雇用事業所数 1003 1065 1209 1372 1698

外国人労働者数計 4,935 5,272 6,355 7,804 9,337

専門的・技術的分野 1138 966 1057 1339 1567

うち技術・人文知識・国際業務 394 370 457 576 746

特定活動 24 23 24 40 68

技能実習 990 1230 1592 2234 2919

資格外活動（留学） 1384 1686 2159 2429 2796

資格外活動（その他） 112 109 147 184 198

永住者 817 838 947 1101 1232

日本人の配偶者等 316 289 289 318 376

定住者 131 106 111 130 150

その他 4,935 5272 6355 7804 9337

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

H25 H26 H27 H28 H29

専門的・技術的分野 技能実習 資格外活動（留学）

資格外活動（その他） 永住者 日本人の配偶者等

定住者 その他 外国人雇用事業所数

（単位：人） （単位：事業所）
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 (7)文化・習慣等の相互理解の不足に関するもの                      

  ① 日本人との交流希望   

 (平成 29年度宮城県外国人県民アンケート調査)  

(複数回答 N=396)  

 

② 行政に求めること   

 (平成 29年度宮城県外国人県民アンケート調査)  

(複数回答 N=396)  

 

45.7%

37.6%

31.1%

25.5% 24.7%
20.5%

3.3%

16.7%

4.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

日
本
の
文
化
や
習
慣
を
学
び
た
い

地
域
の
行
事
に
も
っ
と
参
加
し
た
い

い
っ
し
ょ
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な

ど
の
社
会
活
動
を
し
た
い

日
本
人
に
母
国
の
文
化
を
紹
介
し

た
い

い
っ
し
ょ
に
食
事
や
買
い
物
に
行
き

た
い

家
庭
の
こ
と
や
子
育
て
な
ど
に
つ
い

て
話
し
合
い
た
い

そ
の
他

と
く
に
交
流
し
た
い
と
は
思
わ
な
い

無
回
答

37.4% 37.4%

27.5%
24.7% 24.7% 23.5%

16.9% 15.7%
13.1%

11.4%

7.8%

3.8%

8.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

外
国
籍
住
民
が
日
本
語
や
日
本
文
化

を
学
ぶ
機
会
を
充
実
さ
せ
る

外
国
籍
住
民
の
就
職
を
支
援
す
る

外
国
籍
住
民
と
日
本
人
住
民
が
交
流

す
る
機
会
を
増
や
す

外
国
語
の
生
活
情
報
の
提
供
を
充
実

さ
せ
る

外
国
籍
住
民
の
住
宅
入
居
を
支
援
す

る

日
本
人
住
民
の
異
文
化
理
解
を
進
め

る

外
国
籍
住
民
の
意
見
を
行
政
に
生
か

す
た
め
の
制
度
づ
く
り

外
国
語
の
相
談
窓
口
を
充
実
さ
せ
る

外
国
語
の
案
内
表
示
を
増
や
す

子
ど
も
の
教
育
に
お
け
る
外
国
語
サ

ポ
ー
ト
を
充
実
さ
せ
る

日
本
人
住
民
の
外
国
語
学
習
を
支
援

す
る

そ
の
他

無
回
答
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③ 母国語・母国文化の教育   

 (平成 29年度宮城県外国人県民アンケート調査)  

(複数回答 N=129)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.6%

37.5%

10.7%

3.6%
1.8%

19.6%

5.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

母
国
語
や
文
化
を
教
え
て
く
れ
る

場
所
が
な
い
・
知
ら
な
い

子
ど
も
が
関
心
を
も
っ
て
い
な
い

日
本
で
の
勉
強
の
妨
げ
に
な
る

日
本
語
や
日
本
文
化
を
身
に
つ
け

る
妨
げ
に
な
る

母
国
語
や
文
化
を
学
ぶ
必
要
は
な

い

そ
の
他

無
回
答
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多文化共生社会の形成の推進に関する条例 

平成十九年七月十一日 

宮城県条例第六十七号  

  

（目的）  

第一条 この条例は，多文化共生社会の形成の推進について，基本理念を定め，並びに県，事業

者及び県民の責務を明らかにするとともに，多文化共生社会の形成の推進に関する施策の基本

となる事項を定めて総合的かつ計画的に施策を推進することにより，国籍，民族等の違いにか

かわらず県民の人権の尊重及び社会参画が図られる地域社会の形成を促進し，もって豊かで活

力ある社会の実現に寄与することを目的とする。  

  

（定義）  

第二条 この条例において「多文化共生社会」とは，国籍，民族等の異なる人々が，互いに，文

化的背景等の違いを認め，及び人権を尊重し，地域社会の対等な構成員として共に生きる社会

をいう。  

  

（基本理念）  

第三条 多文化共生社会の形成の推進は，豊かで活力ある社会の実現には国籍，民族等の違いに

かかわらず，次の各号に掲げる事項が必要であることを旨として行われなければならない。  

一 個人の尊厳が重んぜられること，個人の能力を発揮する機会が確保されること等により県

民の人権が尊重されること。  

二 県民が地域社会の対等な構成員として地域社会における様々な活動に主体的に参画するこ

と。  

２多文化共生社会の形成の推進は，県，市町村，事業者，県民等の適切な役割分担の下に協働し

て行われなければならない。  

３多文化共生社会の形成の推進は，国際的な人権保障の取組に留意して行われなければならな

い。  

  

（県の責務）  

第四条 県は，前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり，多文化共生社会の形成

の推進に関する総合的な施策を策定し，及び実施する責務を有する。  

  

（事業者の責務）  

第五条 事業者は，その事業活動に関し，基本理念にのっとり，多文化共生社会の形成の推進に

努めるとともに，県又は市町村が実施する多文化共生社会の形成の推進に関する施策に協力す

るよう努めるものとする。  
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（県民の責務）  

第六条 県民は，基本理念にのっとり，地域，職域，学校，家庭その他の社会のあらゆる分野に

おいて多文化共生社会の形成の推進に寄与するよう努めるものとする。（多文化共生社会推進

計画）  

第七条 知事は，多文化共生社会の形成の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため，

多文化共生社会推進計画（以下「計画」という。）を定めなければならない。  

２ 知事は，計画を定めるに当たっては，あらかじめ，県民の意見を反映することができるよう

必要な措置を講じなければならない。  

３ 知事は，計画を定めるに当たっては，あらかじめ，宮城県多文化共生社会推進審議会の意見

を聴くとともに，議会の議決を経なければならない。  

４ 知事は，計画を定めたときは，遅滞なく，これを公表するものとする。  

５ 前三項の規定は，計画の変更について準用する。  

  

（市町村との協働）  

第八条 県は，多文化共生社会の形成に関する市町村の役割の重要性にかんがみ，地域における

多文化共生社会の形成に市町村と協働して取り組むとともに，市町村が行う多文化共生社会の

形成の推進に関する施策に対し必要な支援を行うよう努めるものとする。  

  

（県民の活動を促進するための支援）  

第九条 県は，県民が行う多文化共生社会の形成の推進に関する活動を促進するため，情報の提

供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。  

  

（教育の充実）  

第十条 県は，多文化共生社会の形成の推進における学校教育及び社会教育の役割の重要性にか

んがみ，その充実を図るよう努めるものとする。  

  

（推進体制の整備）  

第十一条 県は，多文化共生社会の形成を推進するため，市町村，事業者，県民，関係機関，関

係団体等と連携し，必要な体制の整備に努めるものとする。  

  

（調査研究）  

第十二条 県は，多文化共生社会の形成の状況を把握するとともに，多文化共生社会の形成の推

進に関する施策の策定に必要な調査研究を実施するよう努めるものとする。  

  

（相談及び苦情の処理）  

第十三条 県は，多文化共生社会の形成の推進に関する相談及び苦情の適切な処理に努めるもの

とする。  

  

（審議会の設置等）  

第十四条 知事の諮問に応じ，多文化共生社会の形成の推進に関する重要事項を調査審議するた

め，宮城県多文化共生社会推進審議会（以下「審議会」という。）を置く。  
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２ 審議会は，前項に規定する重要事項に関し知事に意見を述べることができる。  

  

（組織等）  

第十五条 審議会は，委員十人以内で組織する。  

２ 委員は，多文化共生社会の形成の推進に関し優れた識見を有する者のうちから，知事が任命

する。この場合において，知事は，委員構成における国籍，民族等の多様性の確保に配慮し

なければならない。  

３ 委員の任期は，二年とする。ただし，委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は，前任

者の残任期間とする。  

４ 委員は，再任されることができる。  

  

（会長及び副会長）  

第十六条 審議会に，会長及び副会長を置き，委員の互選によって定める。  

２ 会長は，会務を総理し，審議会を代表する。  

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，その職務を代

理する。  

  

（会議）  

第十七条 審議会の会議は，会長が招集し，会長がその議長となる。  

２ 審議会の会議は，委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。  

３ 審議会の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところに

よる。  

  

（部会）  

第十八条 審議会は，その定めるところにより，特定の事項を調査研究させるため，部会を置く

ことができる。  

２ 部会に属すべき委員は，会長が指名する。  

３ 前二条の規定は，部会について準用する。  

  

（秘密の保持）  

第十九条 委員は，職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も，同様とす

る。  

  

（運営に関する事項）第二十条 第十四条から前条に定めるもののほか，審議会の運営に関し

必要な事項は，会長が審議会に諮って定める。  

  

（議会への報告）  

第二十一条 知事は，毎年度，多文化共生社会の形成の推進に関して講じた施策を議会に報告す

るとともに，公表するものとする。  
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（財政上の措置）  

第二十二条 県は，多文化共生社会の形成の推進に関する施策を実施するため，必要な財政上の

措置を講ずるよう努めるものとする。  

 

（委任） 

第二十三条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

  

   

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は，公布の日から施行する。  

  

（附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正）  

２ 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和二十八年宮城県条例

第六十九号）の一部を次のように改正する。  

別表に次のように加える。  

宮城県多文化共生社会推進審議会の委員  出席一回につき  １１，６００円  ６級  
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宮城県多文化共生社会推進審議会委員名簿 

任期 平成 30年 2月 1日～平成 32年 １月 31 日 

（針生氏のみ：平成 30年 4月 20 日～平成 32年 3 月 31日） 

 
 

五十音順・敬称略 

 

 

 

所属・役職 氏　　名

あべ　みちよ

1 仙台市立幸町小学校教諭 阿部　実智代

い　いんじゃ

2 東北大学大学院教育学研究科准教授 李　　仁子

    いちのせ とものり

3
宮城教育大学教育キャリア研究機構
機構長

市瀬　智紀

　　きん　　とうえい

4 行政書士金東暎事務所代表 金　　東暎

こせき　いちえ

5 みやぎ外国人相談センター相談員 小関　一絵

すえまつ　かずこ

6
東北大学高度教養教育・学生支援機構
グローバルラーニングセンター副センター長

末松　和子

たなか　こういち

7 宮城労働局職業安定部長 田中　浩一

はりう　えいいち

8 宮城県中小企業団体中央会理事 針生　英一

ふるだて　ゆみ

9 東北大学大学院歯学研究科事務補佐員 古舘　由美

みやざわ　いざべる

10
東北医科薬科大学地域医療学教室助教
東北医科薬科大学病院総合診療科医師

宮澤　イザベル
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第３期宮城県多文化共生社会推進計画 
平成３１年２月 

宮城県 経済商工観光部 国際企画課 

宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号 

       ＴＥＬ 022-211-2972    ＦＡＸ 022-268-4639 
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